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�愛媛県告示第１０４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年９月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和２年９月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０４７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年９月２３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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選挙管理委員会告示

○ 個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設の一部改正…………………………………（選挙管理委員会）…７２７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中島環状線
松山市熊田甲７１５番から

同市熊田甲７１４番２まで

旧 ７．８～１２．５ ０．２２９

新 ７．８～２０．７ ０．２２９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 猪伏西谷線
上浮穴郡�万高原町西谷字高野９４６６番２から

同字９４７８番３まで
令和２年９月２３日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第７２９１号 平成２７年
９月４日 �愛電 吉見 正廣 大洲市野佐来１０９５－１ 令和２年

８月５日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２７）第８９１６号 平成２７年
１０月２６日 �大森開発 大森 昭和 大洲市徳森２２９２－４ 令和２年

８月２５日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

毎週（火・金）曜日発行 第１４２号 令和２年９月２３日

令和２年９月２３日水曜日 第１４２号

愛 媛 県 報

７２６



選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３８号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

令和２年９月２３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

岩城開発総合センタ

ー
省略

生名開発総合センタ

ー

越智郡上島町生名１８

８５番地
２００

岩城開発総合センタ

ー
省略

生名地域交流センタ

ー

越智郡上島町生名２１

１１番地４
１３０

省略
魚島地域交流施設

越智郡上島町魚島１

番耕地１３６２番地１
１００

省略

令和２年９月２３日 発行

愛 媛 県 報令和２年９月２３日 第１４２号

７２７


